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令和6度棚卸監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第4項の規定に基づき棚卸監査を実施したので、同条第 9項の規
定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査 の期 日
2 監査の対象課

3 監査 の方法
4 監査 の結果

令和 7年 3月 28日

水道課 (頑尾浄水場、安良沢浄水場、鬼怒川浄水場 )

下水道課 (瀬尾浄水場)

別紙のとおり

別紙のとおり



令 和 6年 度  棚 卸 監 査 結 果

1 対象課及び実施日
水道課 (安良沢浄水場、瀬尾浄水場、鬼怒川浄水場)

下水道課 (頑尾浄水場)

令和 7年 3月 28日

2 監査項目
令和 6年度の公営企業会計における貯蔵品を適正かつ効率的に管理 しているかにつ

いて監査した。

3 監査の方法
貯蔵品の保管場所において、提出を求めた資料及び関係帳簿と照合した。

4 監査の結果
提出を求めた資料及び関係帳簿と照合した結果、いずれの保管場所においても貯蔵

品は在庫数と合致する。

意見及び要望

貯蔵品については、日常的な効率性に配慮して保管されている。管理方法について

も、貯蔵品台帳に合わせた保管形態となっており、良好に保管されていた。今後も引

き続き、適正な管理に努められたい。
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